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令和５年度９月補正予算の概要 

１ 予算編成の考え方 

原油価格・物価高騰等に伴う対応など、緊急に対応すべき予算を計上した。 

 

２ 一般会計補正予算（第３号）の概要 

（１）予算規模 

歳入については、国県支出金、繰入金、繰越金など、歳出については、予算編

成の考え方に基づき、それぞれ計上した。 
この結果、補正額 2,098,766 千円を追加し、補正後の一般会計歳入歳出総額

が 46,540,522 千円となった。 

 

（２）主な補正内容          【凡例】 ○新 ：新規事業 ○拡 ：拡充事業 

①原油価格・物価高騰等に伴う緊急的対応 

 物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援事業（P20） 29,040千円 

社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金（障がい者施設等）（P20） 1,765千円 

社会福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金（高齢者施設等）（P22） 9,265千円 

保育所等物価高騰対策支援事業補助金（P26） 2,375千円 

医療施設等物価高騰対策事業補助金（P28） 13,925千円 

私立幼稚園物価高騰対策支援事業補助金（P38） 1,125千円 

②南相馬市第三次総合計画「７つの政策の柱」の取組 

政策の柱１ 教育・学び 
公立学校適正化推進事業（P34） 3,000千円 

公立学校適正化推進事業 教育総務課（P36） 5,523千円 

○新 原町第二中学校テニスコート整備事業（P36） 9,672千円 

○新 給食センター整備推進事業（P40） 19,184千円 

政策の柱２ こども・子育て 
 民間保育所等施設整備事業補助金（P24） 3,222千円 

○拡 民間保育所等給食食材費補助金（P24） 8,968千円 
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○新 原町さくらい保育園解体事業（P26） 3,808千円 

○拡 私立幼稚園給食費保護者助成金（P38） 12,672千円 

政策の柱３ 健康・医療・福祉 

高齢者補聴器購入費助成事業（P22） 7,241千円 

 感染症予防事業（新型コロナウイルス感染症対策）（P30） 93,389千円 

○新 帯状疱疹任意予防接種費用助成事業（P30） 5,714千円 

○拡 こどものピロリ菌検査事業（P32） 1,600千円 

 スポーツ少年団選手派遣事業補助金（P38） 924千円 

政策の柱４ 産業・しごとづくり・移住定住 
農業研修機関開設準備事業（P18） 221,499千円 

政策の柱５ 都市基盤・環境・防災 

○新 犯罪被害者等見舞金等支給事業（P18） 1,100千円 

空き家利活用推進事業補助金（P32） 19,301千円 

小高スマートインターチェンジ整備事業（P34） 17,200千円 
政策の柱６ 地域活動・行財政 

○新 組織人材マネジメント推進事業（P16） 4,529千円 

○新 太田財産区内環境整備事業補助金（P16） 250千円 

政策の柱７ 原子力災害復興 
農業基盤整備促進事業（小高区） 農地集積課（P32） 62,846千円 
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（３）繰越明許費 

                              （単位：千円） 

 

 

 

（４）債務負担行為の補正 

（追加）                                 （単位：千円） 

 
 
 
 

 

 
（変更）                                 （単位：千円） 

 

 

 

 

 （５）地方債の補正 

（追加）                                 （単位：千円） 

限度額 起債の方法 償還の方法

25 トイレ改修事業（小学校）

充　当　率　７５％
交付税措置　元利償還金の５０％

5,800

証書借入
又は

証券発行

　融資条件の定めのある資金
については、その融資条件に
より、その他の資金について
は相手方との協定によるもの
とする。
　ただし、繰上償還をし、償
還年限を短縮し、又は低利債
に借り換えることができるも
のとする。

26 過年発生公共土木施設単独災害復旧事業

充　当　率　１００％
交付税措置　元利償還金の４７．５％

31,000

証書借入
又は

証券発行

　融資条件の定めのある資金
については、その融資条件に
より、その他の資金について
は相手方との協定によるもの
とする。
　ただし、繰上償還をし、償
還年限を短縮し、又は低利債
に借り換えることができるも
のとする。

起債の目的 利率

　年３．０％以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）

　年３．０％以内
（ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）

 
 
（変更）                                 （単位：千円） 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

1 臨時財政対策債　　　　　　　　　　　　　　　 241,064 － － － 172,059 － － －

起債の目的
補正前 補正後

 

 

金　額

2 総務費 21,450

7 東日本大震災総務対策費 21,450

南相馬鹿島サービスエリア周辺開発検討事業 21,450

款 項 事　業　名

期　　　間

高平中部地区創設非農用地取得金
（市道西殿京塚線）

令和６年度から
令和７年度まで

　協定で定める額

外国語指導助手派遣業務
令和６年度から
令和８年度まで

173,250

事　　項 限　　度　　額

期　　　間 限　　度　　額 期　　　間 限　　度　　額

地域医療介護総合確保基金事業補助
金

令和６年度 210,504 令和６年度 229,304

事　　　項
補　　正　　前 補　　正　　後
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【参考】基金の状況 

○財政調整基金                              （単位：千円） 

 
 

 
 
○東日本大震災復旧・復興基金                       （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○帰還・移住等環境整備交付金基金                     （単位：千円） 

 

 

 

 

○市有建物等維持補修基金                         （単位：千円） 

 

 

 

 

○みらいへつなぐ復興基金                         （単位：千円） 

  

  

  

 
３ 特別会計補正予算の概要 

（１） 国民健康保険特別会計（補正第1号） 

令和５年度国民健康保険事業費納付金や令和４年度決算に伴う繰越金の確定な

どにより、基金積立金などの補正を行うもので、補正額 158,938 千円を追加し、

補正後の歳入歳出総額が 9,348,270 千円となった。 

（２） 介護保険特別会計（補正第２号） 

令和４年度決算に伴う繰越金の確定などにより、国県等への返還金などの補正

を行うもので、補正額 224,720 千円を追加し、補正後の歳入歳出総額が

7,473,245 千円となった。 

 

 

 

補正前 今回 補正後 補正前 今回 補正後

1,751,214 13 137,897 137,910 733,717 107,560 841,277 1,047,847

(ア) 市町村復興支援交付金 193,270 1 0 1 187,186 0 187,186 6,085

(イ) 復旧・復興義援金 70,662 1 405 406 3,449 0 3,449 67,619

(ウ) 核燃料税交付金 24,502 1 19 20 24,503 0 24,503 19

(エ) 一般財源 1,462,780 10 137,473 137,483 518,579 107,560 626,139 974,124

Ｒ5末残高
見込み

東日本大震災復旧・復興基金

基金名 Ｒ4末残高
積立額 取崩額

補正前 今回 補正後 補正前 今回 補正後

1,463,826 244,850 24,761 269,611 439,924 0 439,924 1,293,513帰還・移住等環境整備交付金基金

基金名 Ｒ4末残高
積立額 取崩額 Ｒ5末残高

見込み

補正前 今回 補正後 補正前 今回 補正後

3,623,472 40 0 40 477,052 11,715 488,767 3,134,745市有建物等維持補修基金

基金名 Ｒ4末残高
積立額 取崩額 Ｒ5末残高

見込み

補正前 今回 補正後 補正前 今回 補正後

3,460,454 226,208 253,854 480,062 774,432 8,523 782,955 3,157,561

Ｒ5末残高
見込み

みらいへつなぐ復興基金

基金名 Ｒ4末残高
積立額 取崩額

補正前 今回 補正後 補正前 今回 補正後

5,114,475 300,043 716,270 1,016,313 2,063,094 50,215 2,113,309 4,017,479

Ｒ5末残高
見込み

基金名 Ｒ4末残高
積立額 取崩額

財政調整基金
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（３） 太田財産区特別会計（補正第1号） 

太田財産区内の森林等から生じた収益を太田財産区内住民へ地域還元（支援）

するための繰出金などの補正を行うもので、補正額 155 千円を追加し、補正後の

歳入歳出総額が 4,514 千円となった。 

（４） 後期高齢者医療特別会計（補正第２号） 

福島県後期高齢者医療保険料の減免に関する条例の改正に伴う保険料や令和４

年度決算に伴う繰越金などの補正を行うもので、補正額257,636千円を減額し、

補正後の歳入歳出総額が 665,174 千円となった。 

（５） 病院事業会計（補正第1号）※債務負担行為あり 

収益的支出、資本的支出ともに、医療機器（超音波診断装置２台）の故障に伴

う器械備品購入に係る補正を行うもの。 

収益的支出は、器械備品購入費の追加に伴う消費税の調整のための補正を行う

もので、補正額 3,067 千円を追加し、補正後の支出総額が 5,955,252 千円とな

った。 

資本的支出は、器械備品購入費の補正を行うもので、補正額 39,270 千円を追

加し、補正後の支出総額が 1,325,990 千円となった。 

 

 


